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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆から抽出した水溶性組成物を、吸着剤が充填されたカ
ラムに吸着させ、次いで０．５～１０ｖｏｌ％のエタノール水溶液を通液して溶出させる
ことを特徴とするクロロゲン酸類組成物の製造方法。
【請求項２】
　エタノール水溶液の通液量が吸着剤の充填体積量当り０．５～１０[ｖ／ｖ]量である請
求項１記載のクロロゲン酸類組成物の製造方法。
【請求項３】
　エタノール水溶液の通液速度が、ＳＶ(空間速度)＝０．５～１０[ｈ-1]である請求項１
又は２記載のクロロゲン酸類組成物の製造方法。
【請求項４】
　エタノール水溶液を通液する前に吸着剤の充填体積量当り０．５～２．０[ｖ／ｖ]量の
水でカラムを洗浄する請求項１～３のいずれか１項記載のクロロゲン酸類組成物の製造方
法。
【請求項５】
　生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆から抽出した水溶性組成物に塩析効果を有する物質を
添加した後、吸着剤が充填されたカラムに吸着させることを特徴とする請求項１～４のい
ずれか１項記載のクロロゲン酸類組成物の製造方法。
【請求項６】
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　クロロゲン酸類の回収率が、生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆から抽出した水溶性組成
物中のクロロゲン酸類に対して７０質量％以上であることを特徴とする請求項１～５のい
ずれか１項記載のクロロゲン酸類組成物の製造方法。
【請求項７】
　（Ａ）モノカフェオイルキナ酸成分、（Ｂ）フェルラキナ酸成分及び（Ｃ）ジカフェオ
イルキナ酸成分としたときに、クロロゲン酸類組成物の質量比率（（Ａ）＋（Ｂ））／（
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ））が０．８５以上である請求項１～６のいずれか１項記載のクロ
ロゲン酸類組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は高度に精製されたクロロゲン酸類組成物の製造法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　狭心症、心筋梗塞、心不全などの心疾患あるいは脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血などの
脳血管疾患は、高血圧と非常に深い関係があり、日本人の死因のそれぞれ第二位と第三位
を占める。また、厚生省国民生活基礎調査（平成１０年度）によれば、高血圧症で通院す
る患者数は我が国で千人あたり６４人であり、病因の第一位を占めている。高血圧の対策
としては、利尿薬、交感神経抑制薬、血管拡張薬、アンジオテンシン交換酵素阻害薬など
の血圧降下医薬品が挙げられ、これらは主として重症高血圧患者に適用される。それに対
して、食事療法、運動療法、飲酒・喫煙の制限などの生活習慣改善を目的とした一般療法
は、軽症者から重症者までの高血圧者に広く適用されることから、一般療法の重要性が認
識されている。なかでも食習慣の改善は重要であるといわれ、伝承として血圧降下作用を
有すると言われる食品は数多く存在する。また従来から食品由来の血圧降下素材の探索が
盛んに行われ、血圧降下作用を有する有効成分の分離・同定が数多くなされている。
【０００３】
　特にコーヒー生豆中に約６～９％含まれるクロロゲン酸類は優れた血圧降下作用を有す
る（特許文献１、２）。しかし、コーヒー生豆中にはカフェイン成分も通常１～４％含ま
れており、過剰摂取による神経過敏、吐き気、不眠などの有害作用を引き起こす原因にも
なるといわれている。このため、カフェインを含有するクロロゲン酸類組成物から、カフ
ェインのみを選択的に除去する方法が検討されてきた。
【０００４】
　例えば、コーヒーの脱カフェイン方法として、１２０～２５０気圧下において、コーヒ
ーを活性炭等のカフェイン吸着剤と接触させる方法（特許文献３）や、カフェインを含有
する水溶液を活性白土または酸性白土と接触させることにより選択的にカフェインを除去
する方法（特許文献４）が提案されている。
【０００５】
　しかしながら、前者は超臨界抽出技術に関するものであり、プロセス上の設備負荷が過
大で工業レベルでの実施において簡易性に欠ける。また、この方法はカフェインのみを選
択的に除去するのではなく、有効成分であるクロロゲン酸類組成も変化させてしまうとい
う問題がある。一方、後者の方法は、活性白土または酸性白土を使用するだけで選択的に
カフェインを除去できるが、クロロゲン酸類の回収率の点で問題もあった。
【０００６】
　又、コーヒー生豆から水性溶媒により抽出を行い、合成吸着剤を用いてクロロゲン酸類
を吸着させ希アルカリで処理し、クロロゲン酸類を選択的に得る方法（特許文献５）や、
強酸性陽イオン交換樹脂と接触処理してクロロゲン酸類を選択的に得る方法（特許文献６
）が挙げられるが、煩雑なイオン交換を行う必要があった。
【特許文献１】特開２００２－５３４６４号公報
【特許文献２】特開２００２－８７９７７号公報
【特許文献３】特開昭５３－１８７７２号公報
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【特許文献４】特開平６－１４２４０５号公報
【特許文献５】特開平４－１４５０４９号公報
【特許文献６】特開平４－１４５０４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って本発明の目的は、血圧降下作用を有するクロロゲン酸類を高濃度で含有し、カフ
ェインを低減させたクロロゲン酸類組成物を高収率で得る方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、生コーヒー豆等の抽出液を吸着剤が充填されたカラムに吸着させ、低濃
度エタノール水溶液を溶出することにより簡易にカフェイン量を軽減したクロロゲン酸類
組成物が得られることを見出した。
【０００９】
　即ち、本発明は、生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆から抽出した水溶性組成物を、吸着
剤が充填されたカラムに吸着させ、次いで０．５～２０ｖｏｌ％のエタノール水溶液を通
液して溶出させることを特徴とするクロロゲン酸類組成物の製造方法である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、従来のクロロゲン酸類組成物の製造法よりもカフェインが低減し、高収
率で高純度のクロロゲン酸類組成物を低コストにて得ることが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明における生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆から抽出した水溶性組成物中には、（
Ａ）モノカフェオイルキナ酸成分、（Ｂ）フェルラキナ酸成分及び（Ｃ）ジカフェオイル
キナ酸成分の三種を含有する。成分（Ａ）としては、３－カフェオイルキナ酸、４－カフ
ェオイルキナ酸及び５－カフェオイルキナ酸が挙げられる。成分（Ｂ）としては、３－フ
ェルラキナ酸、４－フェルラキナ酸及び５－フェルラキナ酸が挙げられる。成分（Ｃ）と
しては、３，４－ジカフェオイルキナ酸、３，５－ジカフェオイルキナ酸及び４，５－ジ
カフェオイルキナ酸が挙げられる。
【００１２】
　本発明に用いる前記水溶性組成物は、常法に従いコーヒー生豆又は焙煎コーヒー豆及び
／又はその粉砕物から水（冷水～熱水のいずれであってもよい）で抽出することにより得
られる。生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆からの抽出時の温度はクロロゲン酸類の抽出効
率を高くする観点から７０℃～沸騰水が好ましく、さらに好ましくは８０℃～沸騰水であ
る。生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆から抽出する際の水の量は、生コーヒー豆又は焙煎
コーヒー豆に対して５～６０質量倍、特に５～４０質量倍が好ましい。生コーヒー豆又は
焙煎コーヒー豆からの抽出時間は１０～１２０分が好ましく、より好ましくは２０～９０
分、さらに好ましくは３０～６０分である。抽出時間は、短すぎるとクロロゲン酸類の溶
出が不十分であり、長すぎると異臭が強くなる。
【００１３】
　本発明に用いる生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆の種類は、特に限定されないが、例え
ば、ブラジル、コロンビア、タンザニア、モカ等が挙げられる。豆の種類としては、アラ
ビカ種、ロブスタ種が挙げられる。コーヒー豆は１種でもよいし、複数種をブレンドして
用いてもよい。
【００１４】
　前記生コーヒー豆は乾燥物を使用することが可能であり、焙煎コーヒー豆は通常の焙煎
方法で得られたものであれば使用可能である。通常、豆の焙煎度が高くなる程クロロゲン
酸量が減少するため、Ｌ値２５以上の軽度の焙煎が好ましく、さらに好ましくはＬ値３０
以上、特にＬ値３５～４０が好ましい。
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【００１５】
　本発明に用いる吸着剤としては、疎水性吸着剤が好ましく、さらにスチレン－ジビニル
ベンゼン、修飾スチレン－ジビニルベンゼン等のスチレン系合成吸着剤やメタクリル酸メ
チル系合成吸着剤等の合成吸着剤が好ましい。スチレン－ジビニルベンゼン系合成吸着剤
の例としては、三菱化学社製の商品名ダイヤイオンＨＰ－２０、ＨＰ－２１、セパビーズ
ＳＰ７０、ＳＰ７００、ＳＰ８２５、ＳＰ－８２５やオルガノ社（供給元：米国ローム＆
ハース社）のアンバーライトＸＡＤ４、ＸＡＤ１６ＨＰ、ＸＡＤ１１８０、ＸＡＤ２００
０、住友化学（供給元：米国ローム＆ハース社）のデュオライトＳ８７４、Ｓ８７６等が
挙げられる。
　また、臭素原子を核置換して吸着力を強めた修飾スチレン－ジビニルベンゼン系合成吸
着剤の例としては、三菱化学社製の商品名セパビーズＳＰ２０５、ＳＰ２０６、ＳＰ２０
７等が挙げられる。修飾スチレン－ジビニルベンゼン系合成吸着剤は、修飾されていない
合成吸着剤に比べ吸着容量が高く、また高比重である為に精製プロセスの中でアップフロ
ー通液が可能となって好ましい。
　メタクリル酸メチル系の合成吸着剤の例としては、三菱化学社製のセパビーズＨＰ１Ｍ
Ｇ、ＨＰ２ＭＧやオルガノ社のＸＡＤ７ＨＰ、住友化学のデュオライトＳ８７７等が挙げ
られる。メタクリル酸メチル系合成吸着剤は吸着量が少ないものの高極性有機物の吸着の
点で有利である。
【００１６】
　本発明においては、まず生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆から抽出した水溶性組成物、
例えば生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆抽出液を吸着剤が充填されたカラムに通液するが
、予めＳＶ(空間速度)＝１～５[ｈ-1]、吸着剤の充填体積量に対する通液倍数として２～
５[ｖ／ｖ] の通液条件で９５ｖｏｌ％エタノール水溶液による洗浄を行い、吸着剤の原
料モノマーや原料モノマー中の不純物等を除去するのが良い。そして、その後ＳＶ(空間
速度)＝１～５[ｈ-1]、吸着剤の充填体積量に対する通液倍数として１～５［ｖ／ｖ］の
通液条件により水洗し、エタノールを除去して吸着剤の含液を水系に置換する方法により
クロロゲン酸類の吸着能が向上する。
【００１７】
　さらに、吸着剤へのクロロゲン酸類の吸着保持力を向上させるため、生コーヒー豆又は
焙煎コーヒー豆抽出液に食塩などの塩析効果を有する物質を添加することが好ましい。塩
効果析を有する物質としては、食塩（塩化ナトリウム）、塩化カリウム、塩化マグネシウ
ム、亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸水素カリウム、硫酸アンモニウム等を挙げられる。塩
析効果を有する物質は生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆（生豆換算）に対し１～５０質量
％の割合で生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆抽出液に添加するのが好ましいが、さらに１
０～４０質量％が好ましく、特に２０～３０質量％が好ましい。５０質量％を超える添加
量では食塩が残存する場合があり、風味上好ましくないからである。
【００１８】
　生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆抽出液を、吸着剤を充填したカラムに通液する条件と
しては、吸着剤充填体積量に対する通液倍数として０．５～２０［ｖ／ｖ］が好ましく、
さらに０．５～１０[ｖ／ｖ]、特に１～８[ｖ／ｖ] で通液するのが好ましい。さらに通
液速度はＳＶ(空間速度)＝０．５～１０[ｈ-1]が好ましく、ＳＶ＝１～５[ｈ-1]がより好
ましい。
【００１９】
　生コーヒー豆又は焙煎コーヒー豆抽出液を吸着剤に吸着後、溶出液であるエタノール水
溶液を通液前に、さらに吸着剤充填体積量に対する通液倍数として０．１～２．０［ｖ／
ｖ］の水で洗浄することが好ましい。特に塩析効果を有する物質を添加して吸着剤へのク
ロロゲン酸類の吸着保持力を高めた場合には、残存する塩析効果を有する物質を除去する
目的から水洗が有効である。
【００２０】
　クロロゲン酸類をカラムに吸着後、エタノール水溶液により脱着する条件としては、０
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．５～２０ｖｏｌ％のエタノール水溶液を通液することにより、カフェインを吸着剤に吸
着保持でき、クロロゲン酸類を効率的に脱着、精製できる点で好ましい。さらに、エタノ
ール水溶液の濃度を１～１０ｖｏｌ％で行った場合、カフェインをさらに低減できる点で
好ましく、特に好ましくは２～８ｖｏｌ％である。脱着する濃度として０．５ｖｏｌ％以
上としたのは、水や０．５％未満のエタノール水溶液で脱着する場合には、吸着剤に対す
る通液倍数が１０倍量を超えてしまい、多量の溶出液を要するためクロロゲン酸類の回収
率がやや低下するためである。一方、２０ｖｏｌ％を超えるエタノール水溶液で溶出する
場合、カフェインとクロロゲン酸類の分離が悪くなる。
　エタノール水溶液の通液量は吸着剤の充填体積量当り０．５～１０[ｖ／ｖ]量であるこ
とが好ましく、さらに１～６[ｖ／ｖ]量であることが好ましい。またエタノール水溶液の
通液速度は、ＳＶ（空間速度）０．５～１０（ｈ-1）、特に２～８（ｈ-1）であるのが好
ましい。
【００２１】
　本発明で使用される吸着剤は精製処理後に所定の方法を用いることにより再使用できる
。具体的には、９０～９９．５ｖｏｌ％エタノール水溶液を通液し吸着剤上に残存するカ
フェインを主成分とする水溶液組成物成分をすべて脱着させる。
【００２２】
　本発明により得られるクロロゲン酸類組成物は、（Ａ）モノカフェオイルキナ酸成分、
（Ｂ）フェルラキナ酸成分、（Ｃ）ジカフェオイルキナ酸成分、（Ｄ）カフェインの質量
比率（Ｄ）／（（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ））が１／１０未満とカフェインを十分低減し、ま
たクロロゲン酸類組成物の質量比率（（Ａ）＋（Ｂ））／（（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ））が
０．８５以上としてジカフェオイルキナ酸成分を減少させることにより苦味を低減させる
ことができる。また、本発明によりクロロゲン酸類の回収率は、生豆抽出液中のクロロゲ
ン酸類に対して７０質量％以上とすることができる。
【００２３】
　本発明で得られたクロロゲン酸類組成物はそのままで使用しても良く、減圧濃縮、薄膜
濃縮などの方法によりエタノールを除去しても構わない。通常飲料への配合に使用する場
合、エタノールを完全に除去した方が好ましい。またクロロゲン酸類組成物の製品形態と
して粉体が望ましい場合は、噴霧乾燥や凍結乾燥等の方法により粉体化できる。この場合
、生豆由来の異臭も同時に低減できる。
【００２４】
　また、本発明の製造方法により得られたクロロゲン酸類組成物は、活性炭による脱臭処
理により生コーヒー豆由来の異臭を除去することができる。用いる活性炭としては、工業
レベルで使用可能であれば特に制限されず、例えば、ＺＮ－５０（北越炭素社製）、クラ
レコールＧＬＣ、クラレコールＰＫ－Ｄ、クラレコールＰＷ－Ｄ（クラレケミカル社製）
、白鷲ＡＷ５０、白鷲Ａ、白鷲Ｍ、白鷲Ｃ（武田薬品工業社製）などの市販品を用いるこ
とができる。活性炭の細孔容積は０．０１～０．８ｍＬ／ｇが好ましく、特に０．１～０
．７ｍＬ／ｇが好ましい。また、比表面積は８００～１３００ｍ2／ｇ、特に９００～１
２００ｍ2／ｇの範囲のものが好ましい。なお、これらの物性値は窒素吸着法に基づく値
である。
【００２５】
　活性炭は、本発明のクロロゲン酸類組成物の溶液１００質量部に対して０．５～５質量
部、特に０．５～３質量部添加するのが好ましい。活性炭の添加量が少なすぎると脱臭効
果が十分でなく、多すぎるとクロロゲン酸類組成物が活性炭に吸着されて好ましくない。
【００２６】
　本発明で得られたクロロゲン酸類組成物は容器詰飲料に配合できる。使用される容器は
一般の飲料と同様にポリエチレンテレフタレートを主成分とする成形容器（いわゆるＰＥ
Ｔボトル）、金属缶、金属箔やプラスチックフィルムと複合された紙容器、瓶などの通常
の形態で提供することができる。ここでいう容器詰飲料とは希釈せずに飲用できるものを
いう。
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【００２７】
　また上記の容器詰飲料は、例えば、金属缶のように容器に充填後、加熱殺菌できる場合
にあっては食品衛生法に定められた殺菌条件で製造される。ＰＥＴボトル、紙容器のよう
にレトルト殺菌できないものについては、あらかじめ上記と同等の殺菌条件、例えばプレ
ート式熱交換器などで高温短時間殺菌後、一定の温度迄冷却して容器に充填する等の方法
が採用される。また無菌下で、充填された容器に別の成分を配合して充填してもよい。
【００２８】
　本発明で得られるクロロゲン酸類組成物を配合した容器詰飲料としては、コーヒー飲料
、茶系飲料、果汁又は野菜汁添加のジュース飲料、炭酸入り清涼飲料等が挙げられる。
【実施例】
【００２９】
（クロロゲン酸類、カフェインの測定法）
　フィルター（０．８μｍ）で濾過し、次いで蒸留水で希釈した容器詰めされた飲料を、
島津製作所製、高速液体クロマトグラフ（型式ＳＣＬ-１０ＡＶＰ）を用い、オクタデシ
ル基導入液体クロマトグラフ用パックドカラム　Ｌ－カラムＴＭ　ＯＤＳ（４．６ｍｍφ
×２５０ｍｍ：財団法人　化学物質評価研究機構製）を装着し、カラム温度３５℃、流速
１ｍL／分、グラジエント法で行った。移動相Ａ液は酢酸を０．１ｍｏｌ／Ｌ含有の蒸留
水溶液、Ｂ液は酢酸を０．１ｍｏｌ／Ｌ含有のアセトニトリル溶液とし、試料注入量は２
０μＬ、ＵＶ検出器波長は２８０ｎｍの条件で行った。
【００３０】
実施例１
　インドネシア産ロブスタ種生豆１００ｇを粉砕し、９５℃の脱イオン水２，０００gで
３０分間抽出、冷却、搾汁、遠心分離後、金網及び２号濾紙により濾過し、抽出液１，５
３０ｇを得た。抽出液中のクロロゲン酸類の濃度は３６９．０ｍｇ／１００ｍＬであり、
５．６５ｇのクロロゲン酸類が含まれていた。その内、モノカフェオイルキナ酸とフェル
ラキナ酸の合計濃度は、２８４．１ｍｇ／１００ｍＬであり、４．３５ｇであった。又、
カフェイン濃度は１０１．１ｍｇ／１００ｍＬであり、１．５５ｇのカフェインが含まれ
、カフェイン／クロロゲン酸類比は、０．２７４（－）であった。その後、吸着保持力を
高めるため食塩３０ｇを添加した。
【００３１】
　ステンレスカラム（内径３３ｍｍ×高さ３００ｍｍ、容積２９２ｍＬ）に充填した合成
吸着剤セパビーズＳＰ－２０７（三菱化学（株）製）２５２．４ｍＬを、予めＳＶ＝７．
８（ｈ-1）にて９５％（ｖ／ｖ）エタノール１，２６２ｍＬ（５倍容積対合成吸着剤）に
よる洗浄を行い、次いでＳＶ＝５．２（ｈ-1）にて１，１３６ｍＬ（４．５倍容積対合成
吸着剤）の水で洗浄した。
【００３２】
　得られた抽出液全量（６倍容積対合成吸着剤）をＳＶ＝５．２（ｈ-1）で通液した。通
過液にはクロロゲン酸類は含まず、殆どのクロロゲン酸類は合成吸着剤に吸着された。
【００３３】
　次いでＳＶ＝５．２（ｈ-1）で１２６．２ｍＬ（０．５倍容積対合成吸着剤）の水で洗
浄した。洗浄液には、クロロゲン酸類５．３ｍｇ／１００ｍＬが含まれており、水洗によ
るクロロゲン酸類の溶出は僅かであった。又、水洗終了時の風味評価を行ったところ塩味
は全く感じられなかった。
【００３４】
　水洗後、５％（ｖ／ｖ）エタノール水をＳＶ＝５．２（ｈ-1）で１，２６２ｍＬを通液
した（５倍容積対合成吸着剤）。溶出液１，２５１ｍＬを回収し、減圧濃縮によりエタノ
ールを除去して本発明のクロロゲン酸類組成物２０．０ｇを得た。
　この濃縮液中にはクロロゲン酸類４．５３ｇが含まれており、モノカフェオイルキナ酸
類とフェルラキナ酸類の合計量は４．１２ｇであり、クロロゲン酸類中のモノカフェオイ
ルキナ酸類及びフェルラキナ酸類の質量比率は、９１．０％であった。又、生豆抽出液か
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らのクロロゲン酸類の回収率は８０．１％であり、カフェインは全く含まれていなかった
。
【００３５】
実施例２
　実施例１と同様の操作で得られた抽出液を合成吸着剤に通液し、１０％（ｖ／ｖ）エタ
ノール水をＳＶ＝５．２（ｈ-1）で５０５ｍＬ（２倍容積対合成吸着剤）通液した以外は
同様の操作を行い、本発明のクロロゲン酸類組成物を得た。
　濃縮液中にはクロロゲン酸類４．９９ｇが含まれており、モノカフェオイルキナ酸類と
フェルラキナ酸類の合計量は４．３５ｇであり、クロロゲン酸類中のモノカフェオイルキ
ナ酸類及びフェルラキナ酸類の質量比率は８７．２％であった。又、生豆抽出液からのク
ロロゲン酸類の回収率は８８．３％であり、カフェインを０．０７ｇ含んでおりカフェイ
ン／クロロゲン酸類は０．０１４（－）であった。
【００３６】
実施例３
　実施例１と同様の操作で得られた抽出液を合成吸着剤に通液し、２０％（ｖ／ｖ）エタ
ノール水をＳＶ＝５．２（ｈ-1）で５０５ｍＬ（２倍容積対合成吸着剤）通液した以外は
同様の操作を行い、本発明のクロロゲン酸類組成物を得た。
　濃縮液中にはクロロゲン酸類５．１３ｇが含まれており、モノカフェオイルキナ酸類と
フェルラキナ酸類の合計量は４．４０ｇであり、クロロゲン酸類中のモノカフェオイルキ
ナ酸類及びフェルラキナ酸類の質量比率は、８５．８％であった。又、生豆抽出液からの
クロロゲン酸類の回収率は９０．８％であり、カフェインを０．２ｇ含んでおりカフェイ
ン／クロロゲン酸類は０．０３９（－）であった。
【００３７】
実施例４
　インドネシア産ロブスタ種をＬ値３５に焙煎した豆を使用した以外は、実施例１と同様
の抽出操作を行い、焙煎豆抽出液中にはクロロゲン酸類５．０４ｇが含まれており、モノ
カフェオイルキナ酸とフェルラキナ酸の合計量は３．９３ｇであった。又、１．６５ｇの
カフェインが含まれ、カフェイン／クロロゲン酸類比は、０．３２７（－）であった。
　さらに、実施例１と全く同様の操作を行い、本発明のクロロゲン酸類組成物を得た。濃
縮液中にはクロロゲン酸類３．６９ｇが含まれており、クロロゲン酸類中のモノカフェオ
イルキナ酸類の質量比率は８６．５％であった。又、焙煎豆抽出液からのクロロゲン酸類
の回収率は７６．５％であり、カフェインを全く含んでおらずカフェイン／クロロゲン酸
類は０．０（－）であった。
【００３８】
実施例５
　ステンレスカラム（内径３３ｍｍ×高さ３００ｍｍ、容積５８４ｍＬ）に充填した合成
吸着剤セパビーズＳＰ－２０７（三菱化学（株）製）５０４．８ｍＬを、予めＳＶ＝７．
８（ｈ-1）にて９５％（ｖ／ｖ）エタノール２，５２４ｍＬ（５倍容積対合成吸着剤）に
よる洗浄を行い、次いでＳＶ＝５．２（ｈ-1）にて２，２７２ｍＬ（４．５倍容積対合成
吸着剤）の水で洗浄した。
【００３９】
　実施例４と同様の抽出液を用い、得られた抽出液全量（３倍容積対合成吸着剤）をＳＶ
＝３．２（ｈ-1）で通液した。次いでＳＶ＝３．２（ｈ-1）で５０４．８ｍＬ（１．０倍
容積対合成吸着剤）の水で洗浄した。洗浄液には、クロロゲン酸類３．５ｍｇ／１００ｍ
Ｌが含まれており、水洗によるクロロゲン酸類の溶出は僅かであった。
【００４０】
　水洗後、５％（ｖ／ｖ）エタノール水をＳＶ＝３．２（ｈ-1）で５，０４８ｍＬを通液
した（１０倍容積対合成吸着剤）。溶出液１，２５１ｍＬを回収し、減圧濃縮によりエタ
ノールを除去して本発明のクロロゲン酸類組成物２２．０ｇを得た。濃縮液中にはクロロ
ゲン酸類４．３２ｇが含まれており、クロロゲン酸類中のモノカフェオイルキナ酸類とフ
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ン酸類の回収率は８５．８％であり、カフェインを全く含んでおらずカフェイン／クロロ
ゲン酸類は０．０（－）であった。
【００４１】
比較例１
　実施例１と同様の抽出操作を行い、水をＳＶ＝５．２（ｈ-1）で５，０４８ｍＬ（２０
倍容積対合成吸着剤）通液した以外は同様の操作を行い、クロロゲン酸類組成物を得た。
【００４２】
比較例２
　実施例１と同様の抽出操作を行い、５質量％重炭酸ソーダ水溶液をＳＶ＝５．２（ｈ-1

）で１２６５．８ｍＬ（５倍容積対合成吸着剤）通液した以外は同様の操作を行い、クロ
ロゲン酸類組成物を得た。
【００４３】
比較例３
　実施例１と同様の抽出操作を行い、４０ｖｏｌ％のエタノール水溶液をＳＶ＝５．２（
ｈ-1）で５０５ｍＬ（２倍容積対合成吸着剤）通液した以外は同様の操作を行い、クロロ
ゲン酸類組成物を得た。
【００４４】
　表１に分析結果を示す。
【００４５】
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【表１】

【００４６】
　本発明方法により、処理前後において、カフェイン含有量が低く純度の高いクロロゲン
酸組成物を高回収率で得ることができる。
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